
 
 

尼崎市法人保育園施設整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団

法人（設立準備中を含む）（以下「法人」という。）が、国の就学前教育・保育施設整備交

付金等を活用し、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保

育所（以下「保育所」という。）の施設整備及び設備整備を行おうとする場合において、当

該事業（以下「事業」という。）に要する経費（以下「事業費」という。）の一部を補助す

ることについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この交付要綱において、施設整備とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 創設事業 新たに保育所を整備することをいう。 

⑵ 増改築事業 既存施設の現在定員の増員を伴う施設の建替えをすることをいう。 

⑶ 改築事業 既存施設の現在定員の増員を行わないで施設の建替えをすることをいう。 

⑷ 大規模改修事業 国の就学前教育・保育施設整備交付金における「大規模修繕等」を

いう。 

 

（補助の対象） 

第３条 補助対象は保育所のうち、児童福祉法第３５条第４項の規定により認可を得て､本市

内に設置された若しくは新たに設置する法人保育園（就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律第３条の規定により認定を受けた施設を除く）で、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 前条第１号に定める事業の補助対象は、尼崎市における保育の量確保事業に基づき、

新たに設置する法人保育園及び「第４次 保育環境改善及び民間移管計画」に基づき、

民間移管の対象となる公立保育所の保育事業を引継いで運営する法人が新たに設置する

法人保育園とする。 

⑵ 前条第２号に定める事業の補助対象は、既存の法人保育園とする。 

⑶ 前条第３号に定める事業の補助対象は、既存の法人保育園のうち、昭和５６年５月以

前に建築確認を受けた建物とする。 

⑷ 前条第４号に定める事業の補助対象は既存の法人保育園のうち、昭和５６年５月以前

に建築確認を受けた建物とする。ただし、保育環境改善対策事業補助金に申請すること

ができる法人保育園は補助対象外とする。 

 

（補助対象事業費） 

第４条 補助対象事業費は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 本体工事費 

⑵ 冷暖房設備工事費 

⑶ 電気、ガス及び給排水設備工事費 

⑷ 工事事務費 

⑸ その他市長が必要と認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、他の助成を受ける経費は、補助の対象としない。 

 



（補助金額） 

第５条 市長は、この要綱に基づき、予算の範囲内において、法人が行う事業の事業費の一

部を補助するものとする。補助金額は、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設交付

金要綱第８により算定した算定金額に市町村の負担割合を加えた金額とする。ただし、大

規模改修事業においては、基準額を２，０００万円以上４，０００万円以下とする。 

なお、算出された補助金額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする法人は、次の各号に掲げる書類を、市長の定める期

日までに提出しなければならない。 

なお、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規

定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。）

がある場合には、これを減額して申請しなければならない。 

⑴ 補助金交付申請書（第１号様式） 

⑵ 事業計画書（第２号様式） 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行う調査等により補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書（第

３号様式）により申請者に通知するものとする。 

なお、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除い

た額について交付決定を行うこととする。 

２ 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要が

あるときは、条件を付するものとする。 

なお、補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象と

なる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。 

⑴ 前項の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、第１５条に定める実績報告

（以下「実績報告」という。）を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

⑵ 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金

に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（実績報告において、

前号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額）を消費税

仕入控除税額報告書（第１６号様式）により速やかに市長に報告するとともに、市長の

返還命令を受けて当該金額を市に返還しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は、前条第１項に基づく交付決定の内容又はこれに付された条件に不服

があるときは、申請を取り下げることができる。 

２ 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。 

 

（工事着工の届出） 



第９条 補助事業者は、補助金に係る工事に着工したときは、速やかに工事着工届（第４号

様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更） 

第１０条 補助事業者は、第６条により申請した補助事業の内容に変更が生じたときや、第

７条第１項の規定により通知された金額（以下「交付決定額」という。）の変更を受けよ

うとするときは、補助金変更交付申請書（第５号様式）を、市長が指定する期日までに提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、第７条の規定

に準じ決定を行い、その旨を補助金変更交付決定通知書（第６号様式）により補助事業者

に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、事業中止（廃止）

承認申請書（第７号様式）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を事業

中止（廃止）承認通知書（第８号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の遂行状況報告等） 

第１２条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長に

当該報告をしなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合は、速やかに事業遂行困難状況報告書（第９号様式）を市長に提出

して、その指示を受けなければならない。 

 

（完了届） 

第１３条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届（第１０号様式）を

提出しなければならない。 

 

（完了検査） 

第１４条 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかに市の完了検査を受けなければな

らない。また、工事を翌年度に繰り越すときには、市の出来高検査を受けなければならな

い。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書（第１１号様式）を、

事業が翌年度に繰り越すときには、年度終了実績報告書（第１２号様式）を、市長が指定

する期日までに提出しなければならない。 

 

（是正命令等） 

第１６条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内

容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措

置を執るべきことを補助事業者に命ずることができる。 

 



（額の確定） 

第１７条 市長は、第１５条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めるときは、当該年度に交付すべき補助金の額を確定し、補助金

額確定通知書（第１３号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額（第１０条第２項の規定により変更された

場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。）と同額であるとき

は、前項の規定による通知を省略することができる。 

 

（補助金の交付） 

第１８条 市長は、前条第１項の額の確定を行ったのち、法人から提出される補助金交付請

求書（第１４号様式）により、補助金を交付する。 

 

（交付決定の取消し） 

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に行っ

た交付決定を取り消すことができる。 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 補助金を目的以外の用途に使用したとき。 

⑶ 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。 

⑷ 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第４号、第５号及び

第７号に該当するとき。 

⑸ 暴力団等の利益になるとき。 

⑹ 国の就学前教育・保育施設整備交付金又は子育て支援対策臨時特例交付金（安心こど

も基金）が採択後、当該交付金が取消されたとき。 

２ 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書（第

１５号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（帳簿の備付け） 

第２０条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備

え、かつ、収入および支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌

年度から５年間保存しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第２１条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した所管省庁が定め

る金額以上の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定により担当大臣が別に定める期間

を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、

保存しておかなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第２２条 市長は、第１７条第１項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。 

２ 市長は、第１９条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関



し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。 

３ 市長は、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保

に供した場合において、当該部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、その返

還を命ずることができる。 

 

（遅延利息） 

第２３条 補助事業者は、前条第１項、第２項又は第３項の規定により補助金の返還を命じ

られ、これを期限までに納付しなかったときは、納期期限の翌日から納付の日までの日数

に応じ、当該未納付額につき年１４．６パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付

しなければならない。 

 

（補足） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、主管局長

が別に定める。 

２ 補助事業者は、補助金の交付等に関し国等から指示がある場合は、その指示に従わなけ

ればならない。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年１月７日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

２ 尼崎市保育所建設補助金交付要綱（平成１７年５月１日施行）は廃止する。 

ただし、平成２６年度に着手し、平成２７年度に事業完了した事業については、なお従

前の例による。 

付 則 

この要綱は、平成２９年２月２２日から施行する。ただし、平成２８年度に着手した事業

については、なお従前の例による。 

付 則 

この要綱は、平成３０年３月２６日から施行する。ただし、平成２９年度に着手した事業

については、なお従前の例による。 

付 則 

この要綱は、平成３１年３月１５日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。ただし、令和２年度以前に着手した事業に

ついては、なお従前の例による。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


